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図 1-1 那珂市水道事業ビジョン策定の背景 

50年後、100年後を見据えた水道の理想像

いしく飲める水道 安全 

自然災害などによる被災を最小
限にとどめ、被災した場合であっ
ても迅速に対応できる水道 

強靭 

給水人口 給水量 減少  
状況においても、健全かつ安定
的な事業運営が可能な水道 

持続 

那珂市水道 

事業ビジョン 
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図 1-2 那珂市水道事業ビジョンの位置付け 

那珂市水道事業ビジョン 

（平成27～36年度） 

パブリック 

コメント 

厚生労働省 

新水道ビジョン 

平成 25年 3月 

お客様 那珂市地域防災計画 

平成25年3月改訂 

那珂市水道事業 

基本計画 

平成 19年 3月 

国・県 那珂市

第 1 章 那珂市水道事業ビジョンの策定にあたって 
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第１節 那珂市の概要 

水道ビジョンの策定にあたって 水道ビジョンの策定にあたって 第2章 那珂市の概要と水道のあゆみ 
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産業別就業人口の割合は、平成22年に第1次産業（農林水産業）6.1%、第2次産業（鉱・

建設・製造業）23.7%、第3次産業（その他サービス業）63.1%で、前回の国勢調査結果（平

成17年）と比較すると第1・2次産業は減少し、第3次産業は増加しています。また、平成

22年度調査では、全国と比べると第2次産業の割合は同等となっており、県内3市と比較す

ると、ばらつきがあるものの、平均的な割合となっています。

図 2-2 本市における産業別就業人口の推移（国勢調査より） 

図 2-3 産業別就業人口の割合（平成 22 年国勢調査より） 

第 2 章 那珂市の概要と水道のあゆみ 
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事 業 認可年月 目標年度 計 画 規 模 

創 設 昭和47年4月 昭和56年度 
給 水 人 口；14,000人 

一日最大給水量； 3,500m3/日 

第1次拡張 昭和54年4月 昭和60年度 
給 水 人 口；34,000人 

一日最大給水量；10,200m3/日 

第2次拡張 昭和60年3月 平成7年度 
給 水 人 口；44,900人 

一日最大給水量；16,700m3/日 

第2次拡張 

(第1回変更) 
平成6年3月 平成7年度 

給 水 人 口；44,900人 

一日最大給水量；16,700m3/日 

第2次拡張 

(第2回変更) 
平成16年11月 平成25年度 

給 水 人 口；48,500人 

一日最大給水量；17,200m3/日 

平成25年度 
給 水 人 口；59,900人 

一日最大給水量；21,610m3/日 

給水区域拡張 平成25年3月 平成36年度 
給 水 人 口；59,900人 

一日最大給水量；21,610m3/日 

第２次拡張 

(第３回変更) 

平成27年3月 

予定 
平成37年度 

給 水 人 口；53,000人 

一日最大給水量；17,985m3/日 

第 2 章 那珂市の概要と水道のあゆみ 

*は巻末用語解説参照
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事 業 認可年月 目標年度 計 画 規 模 

創 設 昭和53年8月 昭和65年度 
給 水 人 口；10,000人 

一日最大給水量；3,500m3/日 

第1次拡張 平成6年6月 平成14年度 
給 水 人 口；11,400人 

一日最大給水量；4,410m3/日 

那珂町水道事業に統合 

第 2 章 那珂市の概要と水道のあゆみ 
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第3章 

水道事業の現状評価と課題 
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年度 
一日平均給水量 

（m3/日） 

一日最大給水量 

（m3/日） 

給水人口 

（人） 

人口増加率 

（前年度比） 

平成 16年 15,200 18,882 54,715 

平成 17年 15,353 18,187 53,859 -1.56% 

平成 18年 15,260 18,331 53,926 0.12% 

平成 19年 15,373 18,630 53,844 -0.15% 

平成 20年 15,170 17,910 53,679 -0.31% 

平成 21年 15,249 17,609 53,538 -0.26% 

平成 22年 15,349 18,024 53,417 -0.23% 

平成 23年 15,383 18,122 53,467 0.09% 

平成 24年 15,458 17,255 53,430 -0.07% 

水道ビジョンの策定にあたって 水道ビジョンの策定にあたって 第3章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 
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図 3-1 上水道事業（*）の給水人口（*）および給水量の実績 

【主要な課題】 
給水人口および給水量 減少

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

図 3-2 上水道事業（*）の給水人口（*）および給水量の予測 

*は巻末用語解説参照 
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①

②

図 3-3 那珂市水道事業の給水区域と主要な水道施設の位置図 

凡 例 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 

12





水源名 種別 
既認可における 

計画取水量（m3/日) 

久慈川表流水 表流水 7,940 

東木倉取水井 地下水（深井戸） 1,000 

合計  20,218 

写真 3-1 久慈川 写真 3-2 那珂川

【主要な課題】 
■ 水質汚濁・汚染の防止                             ■ 水質管理体制 強化
■ 環境の変化、水質基準への対応 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 

図 3-5 水源の種別 
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【主要な課題】 
■ 既存施設 老朽化
■ 安定  水処理

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 

写真 3-4 木崎浄水場 

写真 3-5 後台浄水場 

写真 3-3 瓜連浄水場 
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第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 

※（実績値：平成25年度） 

※（平成25年度水道統計）

管路の種類 
導水管 配水管 全体 

延長（m） 比率（%） 延長（m） 比率（%） 延長（m） 比率（%） 

硬質塩化ビニル管 1,140 16.2% 299,315 65.6% 300,455 64.8% 

ダクタイル鋳鉄管 4,229 59.9% 102,916 22.5% 107,145 23.1% 

ポリエチレン管 679 9.6% 41,394 9.1% 42,073 9.1% 

石綿セメント管 1,006 14.3% 11,844 2.6% 12,850 2.8% 

鋼管 0 0% 1,132 0.2% 1,132 0.2% 

合計 7,054 100% 456,601 100% 463,655 100% 

表 3-5 管路布設延長構成比 

NO.1配水池 平成6年

NO.2配水池 昭和54年

RC配水池 昭和56年

PC配水池 平成5年

NO.1配水池 昭和48年

NO.2配水池 平成6年

建設年度

9.25,2342,000

30.7

1,100

配水池容量
（㎥）

実績最大給水量
（㎥/日）

保有時間

3,210 18.7
1,400

7,000 5,464

配水池名

1　瓜連配水場

4　後台浄水場

3　芳野配水場

形式

PC配水池

2　木崎浄水場

合計（平均） 14,500 18,470 （18.8）

RC配水池 4,562 15.8
1,500

1,500
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図 3-6 管種別延長グラフ（平成 25年度） 

老朽管や石綿セメント管（＊）の更新を随時行ってきましたが、法定耐用年数である40年を

超えた管が全体の約1割を占めており、今後優先的に更新をしていく必要があります。 

また、布設後20年以上経過した管も全体の約6割を占めており、大地震時において給水を確

保するために、基幹管路の耐震性の向上等の長期的な視点に基づいた効率的な管路の更新計画が

必要です。 

図 3-7 管路の耐震化の実績 

【主要な課題】 
■ 構造物：施設 更新   施設 耐震性、機能性の向上
■ 構造物：給水量に適合した施設整備の実施 
■ 管  路：老朽管 石綿    管 更新 基幹管路 耐震性 向上
■ 適正な水需給に合わせた給水エリアの設定

※（平成21～24年度水道統計より）

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

% 
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【主要な課題】 
■ 水道技術者 不足
■ サービスの向上 
■ 民間  業務委託

【民間委託のメリット】 

① 民間企業のノウハウを生かした事業運営 ② 業務の効率化によるコストの縮減

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 



【主要な課題】 
広域的危機管理体制 確立
緊急時の給水体制の強化 
危機管理体制       強化

*は巻末用語解説参照 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 
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料金

種別

基本料金(1 月につき) 超過料金 

(1m3当たり)基本料金に含まれる水量 料金 

一般用 10m3 1,600円 200円

大口用

口径50mm 

口径75mm 
50m3 7,500円 200円

口径100mm 100m3 14,900円 200円

団体用 20m3 3,000円 200円

学校用 50m3 6,500円 200円

水道料金計算例（消費税率8%で計算） 

口径13mm、2ヶ月で40m3使用した場合 

(1) 基本料金 

2ヶ月×1,600円＝3,200円（20m3を含む） 

(2) 超過料金 

基本料金に20m3は含まれているので、40m3-20m3＝20m3 

が超過料金のかかる水量に該当し、20m3×200円＝4,000円 

(3) 量水器使用料 

口径13mmの量水器使用料 2ヶ月×８0円＝160円 

(4) 合計 

(1)＋(2)＋(3)=3,200円＋4,000円＋160円＝7,360円 

消費税込 合計×1.08＝7,948.8 円≒7,948円

口径 1月につき 

13mm 80円

20mm 160円

25mm 180円

30mm 300円

40mm 320円

50mm 1,720円

75mm 1,980円

100mm 2,840円

【主要な課題】 
■ 水道料金 適正な設定

表 3-6 基本料金及び超過料金 表 3-7 量水器使用料

（消費税抜き）

（消費税抜き）

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 
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第６節 事業経営  

水道事業は、地方公営企業法（*）に基づき、独立採算制（*）を基本としており、水道事業に必

要なすべての費用を、給水サービスの対価である水道料金収入などを財源に運営しています。 

事業経営の状態を示す一つの指標として供給単価（*）と給水原価（*）の比較があります。本市

における平成 25 年度の供給単価は 200 円であり、給水原価は 185 円となり、供給単価が給水

原価を上回っているため、安定した経営が維持されています。 

このような経営状況や事業計画等については、ホームページや広報等を活用し、事業の透明性を

高めていきます。 

今後も安定した水道事業経営が出来るようお客様のニーズに対応しながら施設整備や老朽施設

の更新を進め、これまで以上にコスト縮減を意識し、経営基盤の強化、効率的な経営を図っていき

ます。

【主要な課題】 
■ 計画的  効率的 事業経営
■ 事業内容の可視化 
■    縮減 意識  施設整備   経営基盤 強化

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 
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（１）収益的収支 

過去3年間の収益的収支（＊）は、総収入が約10.96～11.15億円、総支出が9.24～11.31

億円で、平成23年度は、平成22年度末に起きた東日本大震災の影響もあり、約0.3１億円の純

損失となりましたが、平成24年度は約1.44 億円、平成25年度は約1.91 億円の純利益が確保

されています。平成25年度は収入の約89.2％が給水収益（*）（水道料金）となっています。 

平成 25 年度の支出の内訳をみると、維持管理経費が約 39.9%と最も高く、次いで受水費（県

水）が約29.6％、減価償却費が約27.5％となっています。 

今後は、老朽化施設の更新や施設の耐震化など、量から質への転換が求められる中、水需要の減

少に伴う収入の減少が予想されるため、投資の最適化と運営コストの縮減に努め、健全な経営を確

保していくことが課題となります。

図 3-4 過去 3年間の収益的収支の実績 

図 3-5 平成 25 年度の収益的収入・支出の構成比 

収入の構成比 支出の構成比 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

単位：百万円 

*は巻末用語解説参照 
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図 3-6 過去 3年間の資本的収支の実績 

図 3-7 平成 25 年度の資本的収入・支出の構成比 

収入の構成比 支出の構成比 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 
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表 3-8 那珂市水道事業  過去 3年間の収益的収支と資本的収支の内訳 

単位（千円） 

単位（千円） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度

水道事業収益 1,099,939 1,096,138 1,115,036

営業収益 984,972 1,089,022 1,111,128

うち給水収益 911,200 990,100 994,481

(82.8%) (90.3%) (89.2%)

営業外収益 110,658 6,859 3,905

特別利益 4,309 257 3

水道事業費用 1,131,135 952,250 924,405

営業費用 925,521 905,849 895,020

うち受水費 271,254 274,574 273,165

(24.0%) (28.8%) (29.6%)

うち人件費 139,436 127,134 119,834

(12.3%) (13.4%) (12.9%)

うち減価償却費 278,610 253,648 254,069

(24.6%) (26.6%) (27.5%)

営業外費用 46,992 45,409 27,839

うち企業債支払利息 39,927 33,279 27,767

特別損失 158,622 992 1,546

当年度純利益（又は純損失▲） ▲ 31,196 143,888 190,631

（事業費用に占める割合）

項　　　　目

（事業収益に占める割合）

（事業費用に占める割合）

（事業費用に占める割合）

平成23年度 平成24年度 平成25年度

年間有収水量 （m／年） 4,886,704 4,967,238 4,980,344

給水原価 （円） 199 192 185

供給単価 （円） 186 199 200

料金回収率 93.5 103.6 108.1

項　　　　目

（供給単価/給水原価)    （％）

3

平成23年度 平成24年度 平成25年

資本的収入 41,017 244,698 181,807

工事負担金 36,277 239,692 176,520

出資金 4,740 5,006 5,287

資本的支出 376,392 487,861 498,814

建設改良費 244,009 384,907 390,587

企業債償還金 132,383 102,954 108,227

差引（資本的収入－資本的支出） ▲ 335,375 ▲ 243,163 ▲ 317,007

補てん財源 335,375 243,163 317,007

損益勘定留保資金 245,802 226,019 299,154

建設改良積立金 60,000

減債積立金 20,000

消費税資本的収支調整額 9,573 17,144 17,853

※資本的収支の表示は、税込になります。

項　　　　目

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 
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平成23年度 平成24年度 平成25年度

資産 7,580,671 7,874,886 8,122,446

固定資産 6,868,877 6,982,993 7,101,658

有形固定資産 6,834,255 6,956,969 7,073,615

無形固定資産 34,622 26,024 28,043

流動資産 711,794 891,893 1,020,788

現金・預金 585,758 843,507 933,530

未収金 124,026 46,281 85,445

貯蔵品 2,010 2,105 1,813

負債 143,863 152,445 144,200

固定負債 42,400 42,400 42,400

企業債 42,400 42,400 42,400

流動負債 101,463 110,045 101,800

未払金 101,463 110,045 101,800

資本 7,436,808 7,722,441 7,978,246

資本金 5,235,179 5,137,231 5,034,291

自己資本金 4,364,241 4,369,247 4,374,534

借入資本金 870,938 767,984 659,757

剰余金 2,201,629 2,585,210 2,943,955

資本剰余金 1,941,133 2,180,826 2,348,940

利益剰余金 260,496 404,384 595,015

項　　　　目

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

単位（千円）
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第7節 業務指標（PI）（*）の分析

（１）水道事業ガイドライン「業務指標 PI」について 

業務指標PI（Performance Indicator）（*）は「安心・安定・持続・環境・管理・国際」の6

つの柱からなる 137 項目が定められています。業務指標には基準値は定められていませんが、事

業体の現状分析、整備目標の設定、事業体間の比較、課題の発見、経営効率化への取り組み効果の

把握などに活用するものとされています。 

本市における業務指標PI（*）は、平成21～24年度の4ヶ年で算出可能な65項目を基に、経

年的な分析を行いました。なお、算出には「水道統計（日本水道協会発行）」のデータを利用し、

今回算定できなかった指標については、今後データの蓄積と集計を行って算出していきます。 

県内他事業体のPI 算出年度は、平成24年度とし、県都である水戸市のデータを引用し、参考と

して示します。 

表 3-9 比較対象とする県内の水道事業体（業務指標 PI を公表済み） 

事業名 
H24給水人口 

(人) 

H24 一日平均 

給水量(m3/日) 

H24 一日最大 

給水量(m3/日) 
水源種別 

水戸市 268,206 95,304 108,099 表,深,受 

那珂市 53,430 15,458 17,255 表,深,受 

※出典：平成 24年度 水道統計 (社)日本水道協会 

※水源種別 表：表流水、深：深井戸、受：浄水受水 

安心（22項目） ～ すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給～

安定（33項目） ～ いつまでもどこまでも安定的に生活用水を確保～

持続（49項目） ～ いつまでも安心できる水を安定して供給～

環境（ 7項目） ～環境保全への貢献～

管理（24項目） ～水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理～

国際（ 2項目） ～わが国の経験の海外移転による国際貢献～

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

*は巻末用語解説参照 
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２）業務指標 PIの分析結果 

（１）安心に関する指標 

項 目 分 析 結 果 

課題 

那珂市における水源の余裕率は、過去４年間で21.9%から 28.0%で推移し

ています。 

渇水時に取水制限を行った実績を調査すると、概ね30％程度です。今回算出

された数値は、実績値と比較すると、妥当な余裕率であると考えられますが、

今後の需給バランスを見ながら妥当な余裕率を維持していく必要がありま

す。 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 
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（２）安定に関する指標 

項 目 分 析 結 果 

管路の更新率(%) 

管路の耐震化率(%) 

管路更新率＝ (更新された管路延長/管路総延長)×100 

 年間に更新された導･送･配水管の割合を示しており、管路の信頼性確保に

対する執行度合いを示す指標です。 

管路の耐震化率＝ (耐震管延長/管路総延長)×100 

導･送･配水管の耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に対する水道シ

ステムの安全性、危機対応性を示す指標です。 

課題 

管路の更新率は、過去4年間で平均年1.1%程度です。公営企業法による配

水管の耐用年数は40年となっています。年々増える老朽管に対応するため

には、目安となる年2.5%を上回る更新を実施しなければなりません。その

ような現状を踏まえ、安心と経済性を両立させ、災害時の管路破損個所の復

旧の迅速性を見据えた管路耐震化を計画的に進める必要があります。 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 

28



（３）持続に関する指標 

項 目 分 析 結 果 

課題 

総収支比率は、平成22年度の震災の影響を受けて平成23年度に100%を

割っていますが、平成24年度には健全な経営状態に戻っています。 

また、有収率も震災の影響を受けて平成23年度に漏水量の増大等により一

時的に減少していますが、平成24年度には88.0%まで改善しています。那

珂市では、平成37年度に89.8%の目標値をたてており、今後はさらなる向

上を目指す必要があります。 

第 3 章 水道事業の現状評価と課題 
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（４）環境に関する指標 

（５）管理に関する指標 

項 目 分 析 結 果 

項 目 分 析 結 果 

課題 

ダクタイル鋳鉄管・鋼管率は約23％ですが、主に塩ビ管・ポリエチレン管（各
150mm以下）を採用しているためです。今後も、漏水しにくい資材（耐震
性ダクタイル鋳鉄管等）を採用するなど、耐震性を確保した配水管システム
の構築を推進していきます。 

第 3章 水道事業の現状評価と課題 
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【評価】 現段階   安心 安定 持続 管理 関  PI 指標 良好 値 示      
     一方 安定 指標   更新事業 進        持続 指標   経営状況 負担  

かることが予想されます。 

【課題】  現状 高 水準 水道     維持         老朽化  施設 更新 不可欠 
   収益 費用      見据  事業経営 必要      

第 3章 水道事業の現状評価と課題 
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第４章 

経営方針と実現方策 
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第１節 基本理念  

本市水道事業は、これまで安全で安心な水を安定的に供給してきましたが、近年の水道事業

におけるお客様のニーズに対応し、次世代に継承するにふさわしい水道を構築していく必要が

あります。 

これからも安全で安心な水を安定的に持続して供給することを目指して、本市水道事業の基

本理念（将来像）を、「安全で安心できる快適な水道」とし、将来に繋がる事業運営に努めて

いきます。

水道ビジョンの策定にあたって 水道ビジョンの策定にあたって 第4章 経営方針と実現方策 

那珂市水道事業の基本理念（将来像） 

「安全で安心できる快適な水道」 
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２）施設の稼働率低下 

那珂市水道事業基本計画の計画値（目標年度：平成28年度）である、給水人口（*）55,500

人、一日最大給水量（*）20,000m3/日を基に施設を整備していることから、将来の給水量

の減少により、施設の稼働率の低下が予測されます。 

  人口減少を踏まえた水道施設の再構築においては、将来の水需要に応じた適正な規模での

施設整備を行います。 

（２）内部環境の変化

１）施設の老朽化

本市の水道施設は、経年劣化や震災の影響により、管路の漏水が発生しています。漏水事

故は、道路の冠水や周辺地域を浸水させるだけではなく、民家や、ひいては人的被害に繋が

り、甚大な影響を及ぼすことが懸念されます。 

また、漏水事故は有収率（*）の低下につながり、経営の悪化を招くおそれがあります。 

今後は、水道施設の老朽度が増すことから、老朽化対策を行っていきます。 

第４章 経営方針と実現方策 

*は巻末用語解説参照
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２）効率的な予算の執行 

老朽化などにより今後予定される水道施設の更新には、多くの費用と時間を要します。将

来の給水人口（*）や給水量の減少が予測されることから、長期計画に立脚した、費用対効

果を勘案しながら更新事業を進め、効率的な予算の執行に努めます。 

３）職員数の減少 

行財政改革の推進に伴う人員削減の影響により業務が増加していることから、今後は水道

事業運営等に支障が生じることが懸念されます。 

  そのため、今後は技術力の維持・確保に向け、技術の継承や人材育成および専門的分野の

民間への委託等を引き続き推進していきます。 

*は巻末用語解説参照

第４章 経営方針と実現方策 
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水道ビジョンの策定にあたって 水道ビジョンの策定にあたって 第5章 取り組みの目指すべき方向性 

安全 強靭 

図 5-1 水道の理想像 

強靭 安全 

持続 

安全で安心できる

快適な水道 
【安全な水道】 

水道水の安全

性の確保 

【強靭な水道】 

確実な給水の確保 

【水道サービスの持続】 

供給体制の持続性の確保 
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H．健全な財務体質の確保 

K．サービスの充実 

持続〔供給体制の持続性の確保〕 

J．技術の継承と人材育成 

L．省     対策 推進

強靭〔確実な給水の確保〕 安全〔水道水の安全性の確保〕 

C．お客様への情報公開 

A．安全でおいしい水 
の供給 

Ｂ．水質に適合した浄水システム 
の構築 

D．水道施設の耐震化 

F．水道施設 計画的 更新

G．水道施設の災害対策の強化 

E．広域的連携の強化 

図 5-2 基本施策と主要な施策 

第 5章 取り組みの目指すべき方向性 

I．将来の健全な水道事業経営 
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安全でおいしい水の供給Ａ 

おいしい水の要件

蒸発残留物 30～200mg/L 主にミネラル含有量を示し、量が多いと苦味等が増し、適度に含まれるとまろやかな味がする。

硬度 10～100mg/L
ミネラルの中で、量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はくせが
なく、高いと好き嫌いが出る。

遊離炭酸 3～30mg/L 水にさわやかな味を与えるが、多いと刺激が強くなる。

過マンガン酸カリウム消費量 3mg/L
有機物量を示す。有機物の多い水は渋みがあり、塩素の消費量も多くなることから水の味を損な
うことになる。

臭気強度 3以下 臭いがつくと不快な感じがする。

残留塩素 0.4mg/L以下 水にカルキ臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくする。

水温 最高20℃以下 冷やすことによりおいしく飲める。

※厚生省（現、厚生労働省）おいしい水研究会による「おいしい水の要件」1985より

項　　目 指　標 内　　　　容

第 5章 取り組みの目指すべき方向性 

*は巻末用語解説参照

表 5-1 おいしい水の要件 

表 5-2 那珂市の水質 
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 水質検査計画は、「水質基準に適合し、安全で良質

であることを確認するために水質検査の実施内容を

定めており、毎年作成し、市民の皆様へ公表しており

ます。現在、平成26年度水質検査計画をホームペー

ジ上で公開しており、今後も更新していきます。 

今日、我が国における水道水は、水質基準を満たす

よう、原水の水質に応じた水道システムを整備・管理

することにより、安全性を確保していますが、現在も

さまざまなリスクが存在し、水質汚染事故や異臭味被

害が発生しております。そのようなことから、水源で

ある河川の水質監視を強化し、水質事故の防止に努め

ます。またゲリラ豪雨等の気象状況に注意し、急激な

水質の変化に対し、より迅速に対応します。 

◇ 水質管理体制 強化 水質状況 把握
◇ 水源の監視体制の強化 
◇ 水質検査計画の作成と公表の継続 
◇ 水安全計画の作成および公表 

主要な施策 

*は巻末用語解説参照

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 水質管理体制の強化 

 水質汚濁・汚染の防止 

 環境の変化、水質基準への対応 

図 5-3 水質検査計画 
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水質に適合した浄水システムの構築Ｂ 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

図 5-4 後台浄水場・浄水フロー 

*は巻末用語解説参照

41



 現在の木崎浄水場は、市内中心部への重要な給水拠点の一つとなっています。しかしながら、

施設の老朽化が進んでいるため、瓜連浄水場との統合を図り、安定した水を供給できるよう浄

水場の更新をしていきます。 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

図 5-5 木崎浄水場・浄水フロー 
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木崎浄水場の更新は、計画的に工事を実施し、順次、供用を開始していきます。 

既設浄水場（木崎、瓜連）については、お客様に確実に浄水を供給する必要があることから、

安全性と経済性を両立させた維持管理を継続していきます。 

また、木崎浄水場の更新がすべて完了した時点で、既存の施設は廃止します。 

◇ 水質の変化に適応した浄水施設の構築 
◇ 木崎浄水場 更新
◇ 既設木崎浄水場 瓜連浄水場 適正 維持管理

主要な施策 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 安定した水処理 
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本市水道事業は、水需要の減少に伴う料金収益の減少や老朽化した施設・設備の更新費用の

確保などから、今後、料金体系や事業規模の見直しが必要となり、持続的な水道サービスを提

供していくうえで、お客様に説明する責務があります。 

今後も、お客様の視点に立った事業の定量評価、それに基づく負担とサービスの関係の明確

化が必要で、積極的にお客様にご理解をいただく取り組みとして、ホームページの活用や市広

報などを活用したPR活動を行っていきます。 

さらに、水道水の水質試験結果など安全に関する情報をわかりやすく提示し、お客様のニー

ズにあった効果的な情報提供に努めていきます。 

お客様への情報公開 C 

図 5-6 現在の水道のホームページ（http://www.city.naka.lg.jp/page/dir000356.html） 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 
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第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

◇ お客様への積極的な情報提供、広報活動 
ホームページの活用や、浄水場など 施設見学 市広報などを活用した PR活動 行う。 

主要な施策 

【課題】 

 事業内容の可視化 
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東日本大震災において、那珂市役所で震度 6 弱、瓜連支所で震度 6 強を観測し、過去に経

験したことのない大きな被害を受け、家屋の損壊をはじめ、道路の寸断、水道管破損による断

水、下水道管の破損、長時間にわたる停電など、市民生活に大きな影響がありました。 

 それに伴い、国および県において、今後発生が予想される地震（想定地震）として「直下地

震A」「直下地震B」「塩屋崎沖地震」「茨城県南部直下のプレート境界地震」の4地震を設定

し、地震被害想定を行っています。 

表 5-3 茨城県内に影響する想定地震

また、本市においても「那珂市地域防災計画」の地震災害編にて、内閣府の地震被害想定シ

ステムを使用し、マグニチュード 7.2、深さ 2km、市役所直下の点震源を想定地震として、

被害予測を行っています。 

水道施設の中でも、後台浄水場、芳野配水池は耐震診断により耐震性が確認されており、木

崎浄水場は、新耐震基準により建設することにより対応いたします。瓜連配水池は耐震性能を

確保していないため、施設運用の見直しが必要となっています。 

自然流下方式の瓜連配水池と芳野配水池には緊急遮断弁（*）が設置されており、震災時の

飲料水の確保が可能なシステムづくりが進んでいます。 

重要基幹となる管路から耐震性ダクタイル鋳鉄管、配水用ポリエチレン管など耐震性を有す

る管路へと更新を順次行っていきます。 

災害時における重要施設は、病院や避難所のほか、県が指定している第一次緊急輸送道路6

路線があります。それらの施設にかかわる配水管を更新することで、災害時にも守るべき水道

の役割を果たします。 

想定地震 想定地震についての説明 想定ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 市の震度 参照資料

直下地震Ａ
（茨城県南西部西側）

7.0 震度 4～5 弱

直下地震B
（茨城県南西部東側）

7.0 震度 4～5 弱

塩屋崎沖地震 
昭和 13 年 11 月 5 日に発生
した地震の再来

7.8 震度 4～6 弱

茨城県南部直下の
プレート境界地震

中央防災会議首都直下地震対策
専門調査会（第 12 回）にて公
表された地震

7.3 震度 5 弱～5 強
中央防災会議首都
直下地震対策専門
調査会配布資料

中央防災会議で検討対象とされ
た南関東地域におけるフィリピ
ン海プレート上面に発生するよ
うな地震で、茨城県南西部に最
も影響が大きい２地震

茨城県地震被害
想定調査報告書
（第二次）

水道施設の耐震化 D 

*は巻末用語解説参照

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 
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水道施設は、高度経済成長期に建設され、その多くが更新時期を迎えています。安定した給

水を持続していくうえで、それらの施設を計画的に更新していく必要があります。 

浄水場の施設は、老朽化および水需要の低下傾向から、水需要に適合した更新や統廃合を行

っていき、将来の水使用量の動向を把握しながら、給水エリアの見直しを行います。 

木崎浄水場の更新に伴い、瓜連取水場および導水施設は門部取水場に、瓜連浄水場は木崎浄

水場に統合します。 

水道施設 計画的 更新F 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

図 5-8 今後の更新予定

写真 5-3 木崎浄水場写真 5-2 門部取水場
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配水管は、水道水を供給するための根幹となるものであり、安定した給水を行ううえで重要

な施設です。給水の安定性を確保するために、石綿セメント管（＊）や法定耐用年数40年を

超えた管路の更新を計画的に進めていきます。 

なお、平成19年度に約21km埋設されていた石綿セメント管（*）は、平成25年度には

約12kmとなっており、引き続き更新を進めます。 

◇ 浄水場 更新および統廃合 
浄水場施設 老朽化   水需要 適合  規模  施設 更新 統廃合 行  

◇ 給水    見直  伴 施設 更新
◇ 老朽管 更新
老朽化 著  管路  計画的 更新 行  

主要な施策 

*は巻末用語解説参照

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 既存施設の老朽化 

 給水量に適合した施設整備の実施 

 適正な水需給に合わせた給水エリアの設定 

 老朽管、石綿セメント管の更新 
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地震などの自然災害、テロ等による人為的災害、

水質事故や施設事故により浄水場、配水本管などの

基幹施設が使用不能に陥った場合、市民の生活に多

大な影響が生じることが想定されます。 

本市では、施設や管路の耐震化などハード面の強

化を行っていきますが、断水が発生した場合等の非

常時の対応策について検討・準備を、より充実して

いきます。 

これらの危機への対応として、本市では「那珂市

地域防災計画」および「災害時初動対応マニュアル」

を定めています。さらに水道事業者としての危機管

理マニュアルの整備や、人為的災害の予防としてセ

キュリティシステムの強化を図り、危機管理体制の

充実を図ります。 

水道施設の災害対策の強化 G 

◇ 危機管理        作成
事故 災害   緊急時 対  各      作成  円滑 対応 目指  
（1） 自然災害（地震・風水害等） 
（2） 人為的災害（テロ・事故等） 
（3） その他の災害（伝染病等） 
◇ 人為的災害の予防 
セキュリティシステムによる施設の監視体制の強化を図る。 

主要な施策 

写真 5-4 後台浄水場の 

監視カメラの設置状況 

*は巻末用語解説参照

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 危機管理体制とマニュアルの強化 

52



水道事業は、建設の時代から維持管理の時代へと遷移し、高度経済成長期に建設した施設が

老朽化し、それらの更新が必要となっています。 

一方、人口は少子高齢化により減少傾向であり、使用水量の減少が予想されます。 

事業運営に必要な更新費用や事業経営の安定性、運営基盤の強化から、次に示す2つの施策

が必要です。 

事業運営に必要な収益の確保では、有効率（*）の維持が必要であり、有効率（*）を維持す

るために、老朽化した管路の布設替えを継続的に推進し、漏水を減らすことに努めます。 

また、事業運営の効率化では、維持管理費の圧縮に努めるとともに、適正な施設整備を行い

ます。 

そのうえで、将来の財政収支状況などを考慮した料金設定を行い、水道料金徴収業務に積極

的に取り組み、財務体質の向上を図ります。なお、企業債については、残高や借入額とのバラ

ンスを図り、利率等についても勘案しながら、計画的な借入を実施していきます。 

今後もお客様からご理解がいただけるように、透明性を確保した効率的な事業運営と経営基

盤の強化に努めます。 

健全な財務体質の確保 H 

◇ 事業運営に必要な収益の確保 
    将来 財政収支状況 考慮  水道料金体系 検討 行  
老朽化  管路 布設替  継続的 推進  有効率（*）を維持させる。 

◇ 事業運営 効率化方策
維持管理費 圧縮 努       収納率 向上 図  

① 事業運営に必要な収益の確保 ② 事業運営 効率化

主要な施策 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 水道料金の適正な設定 

 計画的かつ効率的な事業経営 

*は巻末用語解説参照
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水道事業者が行う給水サービスは、公共性が高いことから、お客様へのサービスの公平性に

配慮し、水道事業基本計画に基づき、財政状況などを勘案した給水サービスを提供していきま

す。 

また、企業経営の意識を高め、サービスの維持とコスト縮減に努め、健全な事業経営を目指

します。 

本市では、行財政改革の推進などによる職員数の減少から、技術力の確保が課題となってい

ます。今後は、より高度なサービスを提供するために、職員の研修の実施、人員の効率的な配

置を検討するほか、水道の各種技術講習会などに参加することにより、水道事業運営に必要な

知識や技術の水準を高めていきます。 

また、技術力の低下や人員不足を補うため、民間企業の技術力を活用してサービスを維持し

ていきます。 

技術の継承と人材育成 J 

将来の健全な水道事業経営 I 

◇ 技術の継承および人材育成 
職員の研修の実施 人員 効率的 配置 検討  技術 継承 努   
水道の各種技術講習会などに参加することにより、職員の質の向上を図り、水道事業運営に

必要 知識 技術 水準 高     
◇ 民間  業務委託
民間企業 専門技術 活用 行  

主要な施策 

◇ 健全な経営の検討 
将来 財政収支状況   見極     健全 経営 努める。 

主要な施策 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 

【課題】 

 水道技術者の不足 

 民間への業務委託 

【課題】 

 コスト縮減を意識した経営基盤の強化 

54



本市では、水道料金のコンビニエンスストアでの支払いを可能としました。 

今後は、さらにお客様のニーズの変化に応じた、丁寧かつ的確な応対に努めていきます。 

サービスの充実 K 

◇ サービス 利便性の向上
 インターネットでの諸手続  導入 検討 行うなど、お客様のサービス拡大を図る。 
◇ 窓口サービスの充実
 水道     対  満足度 高        丁寧  的確 応対 努 る。 

主要な施策 

【課題】 

 サービスの向上 

第 5 章 取り組みの目指すべき方向性 
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第1節 施策の実施行程と事業内容 

 那珂市水道事業ビジョンでは、「安全で安心できる快適な水道」を将来像に、今後の水道事

業の目標と、この実現のための3つの基本施策を示し、事業を進めるにあたっての方向性を明

らかにします。 

表 6-1に示す事業内容を平成27年度～36年度まで確実かつ円滑に実施するため、PDCA

サイクル（*）（図6-1）に基づいた的確な事業実施を図っていきます。また、5年後を目途に

フォローアップを行い、社会環境の変化やお客様ニーズへの対応を図っていきます。 

 また、より透明性のある事業運営を行っていくため、ホームページ等で事業の進捗状況等を

公表していきます。 

水道ビジョンの策定にあたって 水道ビジョンの策定にあたって 第6章 施策の実施行程と事業内容 

表 6-1 那珂市水道事業の主要な課題に対する施策および事業内容

*は巻末用語解説参照 

安
全

強
靭

水道施設の耐震化

水道施設の災害対策の強化G

B 水質に適合した浄水システムの構築

D

水道施設の計画的な更新F

広域的連携の強化E

持
続

健全な財務体質の確保

技術の継承と人材の育成

サービスの充実

J

K

H
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図 6-1 PDCA サイクルに基づいた事業実施体系図 

第 6 章 施策の実施行程と事業内容 
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第７章 

付属資料 
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■ＲＣ配水池
　鉄筋コンクリート造りの配水池をいう。
■一日最大給水量
　一年を通じ一日給水量の最大のものをいう。
■一日平均給水量
　一年間の総給水量を一日当たりに換算したものをいう。
■インバーター
　直流を交流に変換する装置をいう。
■応急給水
　配水施設などの故障により、水道による給水ができなくなった場合に、水道事業者が、給水用具を
使用して、水道使用者に対し水を供給することをいう。

■給水原価
　水道水を作るのに必要とする１㎥当たりの経費をいう。
■給水収益
　水道による水の供給に対する対価であり、水の料金収入のことをいう。
■給水人口
　給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。
■急速ろ過方式
　取水口より取り入れられた原水から、土砂や細かなゴミなどを沈め取り除き、次に凝集剤などの
薬品を注入して細かい粒子を大きな塊にさせ、可能な限り沈殿させた後の上澄み水を、砂を敷き詰
めたろ過層によってろ過（１日120ｍ～150ｍのろ過速度）をする方法をいう。
■供給単価
　水道使用者からいただく、水道料金の１㎥当たりの単価をいう。
■業務指標（ＰＩ）
　水道業務の効率を図るために活用できる規格の一種で、水道事業体が行っている多方面にわた
る業務を定量化し、水源、職員、施設、運転管理、サービス、財政、耐震化、リスク管理、システムの安
定性、環境への配慮などを厳密に定義された算定式により評価したものをいう。



■緊急遮断弁
　装置が異常な徴候を予知した場合などに、事故を未然に防止するため、即座に閉止できる弁をい
う。
■計画一日最大給水量
　水道施設の規模決定に用いる一日最大給水量をいう。
■計画給水人口
　水道事業計画において定める給水人口をいう。
■県中央広域水道
　茨城県企業局が行う水道用水供給事業のうち、県中央地区（水戸市他9市町村1企業団）におい
て広域的に行う水道用水供給施設をいう。
■鋼管
　素材に鋼を用いて造られた管をいう。
■硬質塩化ビニル管
　素材に硬質塩化ビニルを用いて造られた管をいう。
■コーホート要因法
　ある年、あるいは、ある期間に出生した人たちの人口の変化をとらえ、将来の人口を予測する手法
をいう。

■次亜塩素酸ナトリウム
　水酸化ナトリウム溶液などに、塩素ガスを混ぜて作った塩素剤をいう。
■資本的収支
　施設の整備や企業債の償還元金などの支出、これに要する資金としての企業債収入などをいう。
■収益的収支
　企業活動に伴って発生する収入と、これに対応する支出をいう。
■上水道事業
　一般に飲用可能な水の公共的な供給設備一般を整備する事業をいう。下水道などと区別を強調
する場合に上水道と呼ばれる。
■新水道ビジョン
　地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道を基本理念とし、現在の水道の状況を把握し、そ
の状況を踏まえ、今後の水道の理想像の具現化に向け、関係者が取り組むべき事項、方策等を示す
もので、平成２５年３月に厚生労働省が公表したものをいう。
■水質検査計画
　水道法施行規則に則り、水道の水源やその周辺の状況等を勘案し、どのように水質検査を実施
するかについての計画をいう。
■水道法
　水道水の水質基準などを規定し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、清浄で豊
富低廉な水を供給することを目的とした法律をいう。



■水道統計
　厚生労働省及び日本水道協会が主体となり、水道事業の業務及び施設概況などの把握を目的
とし、毎年調査を行いまとめた数量データをいう。
■石綿セメント管
　石綿繊維、セメント、水を適当量混合したものを原料として造られた管をいう。

■ダクタイル鋳鉄管
　ダクタイル鋳鉄を用い遠心力を利用して製造された管をいう。ダクタイル鋳鉄とは、溶解中の銑
鉄にマグネシウムなどを添加して造り、黒鉛が球状となって、鋼のようなたわみ性、延性、耐衝撃性
を有するものをいう。
■地方公営企業法
　地方公共団体が経営する企業のうち、地方公営企業法の適用を受ける水道事業、工業用水道事
業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業及びガス事業の７事業を運営するための
基本となる法律をいう。
■独立採算制
　公企業の分権的財務管理方式をいう。一般財政から公企業財政を独立化させる事によって両
財政の健全性を維持するとともに、一般行政から公企業を独立化することによって経営の効率化
を図るために採用される制度をいう。

■那珂川工業用水道
　茨城県企業局が行う工業用水道事業のうち、那珂川から取水し那珂市やひたちなか市の工業
用水を供給するための施設をいう。

■HACCP
　Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Pointの略語であり、食品を製造する際に工程
上の問題を起こす要因（ハザード；Hazard）を分析しそれを最も効率よく管理できる部分（CCP；
必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法をいう。
■パブリックコメント
　市が計画や条例などを策定するときに、案の段階で市民に公表し、その案に対する意見を募集
し、寄せられた意見を考慮しながら案に盛り込むとともに、寄せられた意見等に対する市の考え方
もあわせて公表する手続きをいう。



■PC配水池
　配水池構造の１種で、円筒形が一般的であり、側壁コンクリートの円周方向にＰＣ鋼線を巻きつ
けて、あらかじめ応力を持たせた配水池をいう。
■PDCA
　マネジメントサイクルと呼ばれる管理方法の一種であり、管理プロセスを反復することによって一
連の管理としている。具体的には、業務計画の作成、計画に則った実行、実践の結果を目標と比べ
る点検、そして発見された改善すべき点を訂正する４つの段階を繰り返すことで、段階的に業務効
率を向上させることができる管理方法をいう。
■深井戸
　深度の比較的深い井戸をいい、底が地下の不透水層に達している井戸をいう。
■ポリエチレン管
　素材にポリエチレンを用いて造られた管をいう。

■有効率
　年間有効水量（使用上有効とみられる水量）を年間給水量（配水量）で除したものをいう。百分
率をもって表わす。
■有収率
　有収水量を配水量で除したものをいう。百分率をもって表わす。



那珂市水道事業ビジョン 
平成27年 3月発行 

編集・発行 那珂市上下水道部水道課 

 〒319-21９2 茨城県那珂市瓜連321番地

TEL 029-296-1941 

  FAX 029-296-1942 

http://www.city.naka.lg.jp/




